伊賀市共同募金配分金事業災害救援支援金給付制度 実施要項
（目的）

第1条　この要項は、伊賀市共同募金配分金事業 災害救援支援金給付制度について、必要な事項を定めるものとする。　
（給付の要件および基準）
第2条 給付金の対象となるのは、伊賀市内で発生した、天災人災を問わない局地的災害の被害に見舞われた者に対する地域住民による炊き出し等の支援活動に対し自治会長から支援金の給付要請により給付する。
（給付の申請）

第３条　災害救援支援金の給付申請は、災害発生日から1ヶ月以内に災害救援支援金給付申請書(別記様式)を伊賀市社会福祉協議会に提出するもとする。

（支援金の額）
第４条　災害支援金の額は、一災害一日につき１万円を限度とし、最大７日まで支給する。
附　則

この規則は、平成２１年　４月　１日から施行する。

様式１

　 年　　　月　　 日

伊賀市社会福祉協議会会長　様
伊賀市共同募金配分金事業 災害救援支援金給付申請書
自治会長氏名 　  　　　　　　　　　　　　印

　　
次のとおり　　　　　　　　　　　により災害を受けたので、伊賀市共同募金配分金事業災害救援支援金の給付を申請します。
	被害世帯
	住　所
	伊賀市

	
	氏　名
	

	災害発生年月日
	　　　　年　　　月　　　日（　　）　　　時　　　分頃

	災害発生現場
	

	災害の内容
	

	支援活動年月日
	　　　　年　　月　　日（　　）～　　　年　　月　　日（　　）

	支援活動内容
	（炊き出し･物品給付･労力作業･その他）



伊賀市共同募金配分金事業 災害救援支援金受領書

伊賀市社会福祉協議会長　様
金　　　　　　　　　　　　円

　　上記のとおり受領しました。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日分）

平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　地　区　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　自治会長名 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　

